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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について（依頼） 

 

 新型コロナウイルス感染症については、警報期間が長期間に及ぶ中、感染拡大

防止にご協力いただき、感謝申し上げます。 

 国においては、新型コロナウイルスの感染が拡大する中、先般、３府県に「ま

ん延防止等重点措置」を適用したところであり、県内においても、感染者数が増

加傾向にあり、今後、急拡大することも懸念されているところです。 

 つきましては、年度替わりの時期における、新たな感染の広がりを未然に防ぐ

ため、以下の感染防止対策を徹底いただきたく、貴会の会員の皆様への周知につ

いて、ご協力をお願いします。 
 

○マスクの着用・手指の消毒などの基本的な感染防止対策を引き続き徹底してく

ださるようお願いします。 

○まん延防止等重点措置が適用された府県との往来は慎重に検討してください。 

○上記府県及び緊急事態宣言が発令されていた都道府県との往来の際には以下

の点に注意してください。 

・県外での飲み会・接待を伴う飲食は慎重に 

・往来後に体調が悪いと感じたら、受診・検査を徹底 

○歓送迎会などの飲食を伴う会合を実施する際は、感染防止対策を徹底してくだ

さい。 

 ・体調が悪い場合は参加しない（症状消失後も２日は×） 

・人数を抑える 

・形式を工夫（着座、定員 50％以下 短時間、お酌ＮＧ等） 

・事業者は店舗に県の「新型コロナお知らせシステム」導入を 
 

 〔添付書類〕 

  ・警報継続に伴うお願い（4/2） 

  ・この春、新潟県にお越しの方へのお願い 

  ・歓送迎会に関するお願い 

  ・飲食店の皆様へ 
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警報継続に伴うお願い

警報期間が長期間に及ぶ中、県民の皆様、事業者
の皆様の感染拡大防止へのご協力に感謝いたします。
年度替わりの時期に守っていただきたいことを

次のとおり整理しました。

【年度替わりの時期に守っていただきたいこと】
～マスク、手指の消毒等の感染拡大防止対策を引き続き徹底～

[1] 他都道府県との往来
◆まん延防止等重点措置が適用された府県との
往来は慎重に検討する

◆上記府県及び緊急事態宣言が発令されていた
都道府県との往来は以下に注意
・県外での飲み会・接待を伴う飲食は慎重に
・往来後に体調が悪いと感じたら､受診･検査を徹底

⇒ 他県から本県にお越しの方は、「この春、新潟県に
お越しの方へのお願い」をご覧ください

[2] 歓送迎会・花見等の飲食を伴う会合を実施
する際は､感染防止対策を徹底

・体調が悪い場合は参加しない(症状消失後も２日は×)
・人数を抑える
・形式を工夫(着座、定員50%以下、短時間、お酌NG等)
・事業者は店舗に県の「新型コロナお知らせシス
テム」導入を

・会合後に体調が悪いと感じたら、受診･検査を徹底

⇒ 詳細は「歓送迎会に関するお願い」をご覧ください

令和３年４月２日
新潟県対策本部会議



この春、新潟県にお越しの方へのお願い

【移動前１週間程度】懇親会、飲み会、多人数飲食は控えましょう

感染リスクが高まる「５つの場面」をご家族全員で避け、
「新しい生活様式」を徹底していただきますようお願いします。

【移動２日前～移動当日】発熱等に注意！受診徹底と来県延期を！

ご家族に発熱等の有症状者がいる場合は、移動を延期いただ
きますようお願いします。（症状消失後も２日間は移動は×）

【移動後１週間程度】感染の可能性を考えて静かに過ごしましょう

来県後も健康観察を行っていただき、感染の可能性を考えて
「新しい生活様式」を徹底いただくとともに、会合等により人
と会うのをできるだけ避けるなど、静かにお過ごしください。

○ まもなく進学・就職・転勤等の春の移動の時期を迎えます。

○ 安心して新生活のスタートを切るために、県外から本県に
お越しの際は、以下の点にご注意ください。



歓送迎会に関するお願い

◆ 宴会を行う場合は、以下の形式で行いましょう
・着座（立食・席移動は控える） ・お酌はＮＧ
・定員50％以下（座席も離して） ・短時間で行う
・人数を抑える

◆ 店舗は県の｢新型コロナお知らせシステム｣の導入をお願いします

【当日】体調が悪いときや回復直後は、熱がなくても参加不可を徹底！

ささいな症状でもリスクを考えて参加しないようお願いします

【実施後】体調が悪化したら受診・検査相談を徹底！

体調悪化時は県受診・相談センターに連絡をお願いします
【県受診・相談センター】０２５－２５６－８２７５（毎日24時間対応）

○ この春の歓送迎会については、感染防止対策に加え、特に以下
の点を守っていただくようお願いします。





飲食店の皆様へ

① アクリル板等（パーティション）の設置（又
は座席の間隔の確保）
② 手指消毒の徹底
③ 食事中以外のマスク着用の推奨
④ 換気の徹底

飲食店の皆様におかれましては、業種別ガイド
ラインを遵守するとともに、とりわけ、以下の４
点について再徹底をお願いします。


